
板橋区地域学校協働本部事業事務処理要領 

 

（平成２７年３月２０日学校地域連携担当課長決定） 

 

 

 (目的) 

第１条 この事務処理要領は、板橋区地域学校協働本部事業実施要綱（以下「要

綱という。」第 16条の規定について、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（地域学校協働活動推進員について） 

第２条 地域学校協働本部実施校の校長は、当該校の地域学校協働活動推進員

について、要綱付則の呼称に基づく「学校支援地域本部地域コーディネータ

ー推薦書」（様式第１号）により、教育長に推薦する。推薦にあたって校長

は、被推薦者から「学校支援地域本部地域コーディネーター承諾書」（様式

第２号）を受け、推薦書とあわせ教育委員会に届け出る。 

２ 教育委員会は、要綱第７条第３項の内容を確認し、地域学校協働活動推進

員に委嘱する。 

３ 教育委員会は、「委嘱状」（様式第３号）及び「学校支援地域本部地域コ

ーディネーター証」（様式第４号）を本人に交付する。 

４ 地域学校協働活動推進員は、「地域コーディネーター活動日誌」（様式第

５号）により、活動の実績を実施校の校長へ報告する。 

５ 校長は、活動内容を確認し、地域コーディネーター活動日誌を地域教育力

推進課へ提出する。 

６ 地域教育力推進課は、地域コーディネーター活動日誌の内容を確認し、「支

払金口座振替依頼書」（様式第６号）記載の口座へ、活動謝礼の支払いを行

う。 

 

（統括的な地域学校協働活動推進員について） 

第３条 統括的な地域学校協働活動推進員は、要綱付則の呼称に基づく「統括

コーディネーター承諾書」（様式第７号）を教育委員会に提出する。 

２ 教育委員会は、要綱第７条の２第３項の内容を確認し委嘱する。 

３ 教育委員会は、「委嘱状」（様式第８号）及び「学校支援地域本部統括コ

ーディネーター証」（様式第９号）を本人に交付する。 

４ 統括的な地域学校協働活動推進員は、「統括コーディネーター活動日誌」

（様式第 10号）により、活動日誌を教育委員会へ報告する。 

５ 教育委員会は、統括コーディネーター活動日誌の内容を確認し、「支払金

口座振替依頼書」（様式第 11号）記載の口座へ、活動謝礼の支払いを行う。 

 

 



 

付 則 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

  

    付 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

付 則 

 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

付 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

付 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 


